
発議第５号 

 

別紙のとおり防災・減災、国土強靭化のための対策のさらなる推進に関する意見書

を提出するものとする。 

 

  令和２年１２月１１日提出 

 

発 議 者  三 島 市 議 会 全 議 員  

  



防災・減災、国土強靭化のための対策のさらなる推進に関する意見 

書（案） 

 

近年、地球規模の気候変動などの影響により、全国各地で大規模な自然災害が頻発

化・激甚化している。本市においても昭和３３年の狩野川台風の再来といわれている

令和元年東日本台風や過去に例を見ない長雨をもたらした本年７月の豪雨では、国か

ら排水ポンプ車の配備など支援を受け、被害を最小限にとどめることができたが、今

後も頻発化・激甚化されている自然災害への対策が急務となっている。 

こうした中、全国的に多発する自然災害に対し、国においては平成３０年より「防

災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」を決定し、地方においても緊急性を

有する防災・減災対策等の国土強靭化対策に積極的に取り組み、成果をあげてきてい

るところではあるが、甚大な自然災害に備え、整備が必要な地域や場所はいまだ多く

残っている。 

このため、国民の生命・財産を守る「防災・減災、国土強靭化」は、一層その重要

性を増しており、十分な予算の安定的かつ継続的な確保が必須である。 

よって、国においては、中長期的な視点に立ち、防災・減災、国土強靭化のための

対策をさらに推進するため、下記の措置を講じられるよう強く要望する。 

 

記 

 

１ 令和２年度末で期限を迎える「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」

について、期間の延長と支援対象の拡大や支援要件の緩和などの制度拡充を図り、

財政的な支援措置を講じること。 

 

２ 防災・減災、国土強靭化のための対策を推進するため、安定的かつ持続的な予算

を確保すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

令和２年１２月１１日 
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